
松野町おためし移住宿泊費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この補助金は、本町への移住、定住を目的として住居又は仕事を探す活動等

を行う者に対し、宿泊費（食費及び宿泊施設が独自に提供する自然体験等に係る追

加料金を除く。）の全部又は一部を予算の範囲内で補助することにより、本町の定

住人口の増加を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、町外に住

所を有する者で、町内の宿泊施設に連続して２日以上（ただし、愛媛県外で開催さ

れる移住フェア等において松野町ブースで移住相談を行った者は、１日以上）宿泊

し、次の各号のいずれかに該当する活動（以下「補助対象活動」という。）を行う

ものとする。 

⑴ 本町への移住、定住を目的として、町内で住居又は仕事を探す活動 

⑵ 本町への移住、定住を目的として、町内の地域情報を収集する活動 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、本町への移住、定住を目的とした活動であって、

町長が特に認めるもの 

２ 18歳未満の者（高校生を含む。）のみでの宿泊は、補助金の交付対象外とする。 

 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、１人１泊あたり、18歳以上の申請者及び同行者は4,000円、18

歳未満の同行者は3,000円とする。ただし、当該補助金の額が宿泊費（消費税及び地

方消費税の額を含む。）を超えるときは、宿泊費と同額を補助する。 

２ 補助金の交付は、同一年度内において１人あたり１回とし、１回あたりの宿泊日

数は７日を限度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 申請者は、宿泊する前日までに、松野町おためし移住宿泊費補助金交付申請

書（様式第１号。以下「申請書」という。）に申請者及び同行者の現住所及び年齢

を証する書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。 

 

(補助金の交付決定等) 

第５条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助

金の交付を認めたときは、その旨を松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第６条 申請者は、補助対象活動が終了したときは、速やかに、松野町おためし移住

宿泊費補助金実績報告書（様式第３号。以下「実績報告書」という。）に、おため

し移住体験レポート及び宿泊施設へ支払った宿泊費の領収書の写しを添えて町長

に提出しなければならない。 



 

（補助金の確定及び交付）  

第７条 町長は、申請者から前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、補助

金の額を確定し、松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定額確定通知書（様式第

４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は、前項の補助金の確定後に松野町おためし移住宿泊費補助金請求書（様

式第５号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し及び返還）  

第８条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定

の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返

還を命ずることができるものとする。 

⑴ 提出書類の記載事項に虚偽があるとき 

⑵ その他町長が不適当と認めたとき 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成28年12月28日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

   年  月  日 

 

 

 松野町長             様 

 

 

松野町おためし移住宿泊費補助金交付申請書 

 

 次のとおり松野町おためし移住宿泊費補助金の交付を受けたいので、松野町おた

めし移住宿泊費補助金交付要綱第４条の規定に基づき申請します。 

 

申請者（宿泊代表者） 

ふりがな  

氏  名                    ㊞ 

住所及び連絡先 

〒     －      

 

 

自宅電話番号（    －    －    ） 

携帯電話番号（    －    －    ） 

同行者氏名 

1 2 

3 4 

5 6 

移住フェア 

※愛媛県外で開催された移住フェアにおいて過去に松野町ブースで相

談された方は下記に移住フェア名を記載してください。 

 

移住フェア名： 

開 催 日 時：    年  月  日開催 

開 催 場 所： 

宿 泊 日 

自       年   月   日 （  ） 

至       年   月   日 （  ） 

    （   泊   日） 

補助対象活動 

・住居を探す活動 （  ） 

・仕事を探す活動 （  ） 

・地域情報を収集する活動 （  ） 

・その他（具体的に：            ） 

※本町への移住、定住を目的としない活動は補助対象となりません。 

【添付書類】 

□申請者及び同行者の現住所及び年齢を証する書類の写し 



様式第２号（第５条関係） 

 

第   号 

   年   月   日 

 

様 

 

松野町長 

 

 

松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定通知書 

 

 

    年   月   日付けで申請のあった松野町おためし移住宿泊費補助金

について下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交 付 番 号 第     号 

２ 交付決定額                       円 

３ 交付の条件 ⑴ この補助金は、この補助事業の目的以外に使用しては

なりません。 

⑵ この補助事業については、町長が調査し、又は監査委員

が監査することがあります。 

⑶ 松野町おためし移住宿泊費補助金交付要綱第８条又は

松野町単独補助金交付規則（平成 11年規則第７号）第 12

条各号のいずれかに該当するときは、この決定の全部又

は一部を取り消すことがあります。 

⑷ ⑶により取り消した場合において、補助事業の当該取

り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、期限を定めて返還していただきます。 

⑸ 補助対象活動終了後、速やかに実績報告書を提出して

ください。補助対象活動内容に変更が生じた場合は交付

決定額を変更する場合があります。 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

 松野町長             様 

 

 

松野町おためし移住宿泊費補助金実績報告書 

 

 

 次のとおり、補助対象活動が終了したので、松野町おためし移住宿泊費補助金交付

要綱第６条の規定に基づき報告します。 

 なお、この報告書に記載した内容については、事実に相違ないことを誓約します。 

 

申請者（宿泊代表者） 

交付番号 第     号 

ふりがな  

氏  名 ㊞ 

同行者氏名 

1 2 

3 4 

5 6 

宿 泊 日 

自       年   月   日 （  ） 

至       年   月   日 （  ） 

    （   泊   日） 

【添付書類】 

□おためし移住体験レポート（任意様式） 

  ※1,200字程度。補助対象活動の内容が確認できる写真を添付してください。 

□宿泊施設へ支払った宿泊費の領収書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

第   号 

  年  月  日 

 

様 

 

松野町長 

 

 

松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定額確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで提出された実績報告に係る松野町おためし移住宿

泊費補助金について、下記のとおり交付額を確定しましたので、松野町おためし移

住宿泊費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

補助金交付決定額 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

 

松野町おためし移住宿泊費補助金請求書 

 

 

    年  月  日 

 

 

請求金額         円 

 

 

 下記のとおり交付決定を受けた松野町おためし移住宿泊費補助金について、松野

町おためし移住宿泊費補助金交付要綱第７条の規定により請求します。 

 

交 付 番 号 第     号 

交付決定年月日     年  月  日 

 

 

 松野町長           様 

 

申請者 住 所 

      氏 名           ㊞ 

 

金融機関名  

口座名義  

口座番号 当座・普通  

 


